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(57)【要約】
【課題】データのクロックを中継前後で透過できるよう
にする。
【解決手段】第１のクロック周波数をもつデータを所定
のデータ形式に変換して第２のクロック周波数に従って
送信する伝送装置から受信したデータを前記第１の伝送
装置でのデータ形式変換前のデータに変換する信号処理
部２２１と、この信号処理部２２１で得られるデータを
所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１のク
ロック周波数を再生するクロック再生部２２３，２２４
と、をそなえる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行なうク
ロック再生装置であって、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
をそなえたことを特徴とする、クロック再生装置。
【請求項２】
　前記信号処理部に入力される前記データは、前記伝送装置において時分割多重されて前
記伝送路へ送信されたトリビュータリ信号のデータであって、前記信号処理部の前段にお
いて時分割分離されたデータである、ことを特徴とする、請求項１記載のクロック再生装
置。
【請求項３】
　前記クロック再生部は、
　前記カウントをＮ回（Ｎは２以上の整数）行なう毎にクロックを出力するＮ周期カウン
タと、
　前記Ｎ周期カウンタから出力されるクロック周波数をＮ倍周して前記第１のクロック周
波数を再生するＮ倍周回路と、
をそなえたことを特徴とする、請求項１又は２記載のクロック再生装置。
【請求項４】
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記Ｎ周期カウンタにより得られたクロック周波数を保持しておき、前記信号処理部に
て前記データが正常に得られない場合に、前記保持したクロック周波数をＮ倍周して前記
第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、請求項３記載のクロック再生装置
。
【請求項５】
　前記Ｎ周期カウンタのカウント周期に対応するクロック周波数を生成する内部発振器を
さらにそなえ、
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記信号処理部にて前記データが正常に得られない状態が一定時間継続すると、前記内
部発振器の出力をＮ倍周して前記第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、
請求項４記載のクロック再生装置。
【請求項６】
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する第１の伝送装置から前記データを受信する第２の伝送装置で
あって、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
　前記クロック再生部で生成されたクロック周波数に従って、前記信号処理部で得られた
前記データの送信処理を行なう送信処理部と、
をそなえたことを特徴とする、伝送装置。
【請求項７】
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行なうク
ロック再生方法であって、
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　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理過程と、
　前記信号処理過程で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第
１のクロック周波数を再生するクロック再生過程と、
を有することを特徴とする、クロック再生方法。
【請求項８】
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する第１の伝送装置と、
　前記伝送路から前記データを受信する第２の伝送装置と、をそなえ、
　前記第２の伝送装置は、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
　前記クロック再生部で生成されたクロック周波数に従って、前記信号処理部で得られた
前記データの送信処理を行なう送信処理部と、
をそなえたことを特徴とする、中継通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、クロック再生装置及び再生方法並びに伝送装置及び中継通信システムに関する
。本件は、例えば、ギガビットイーサネット（登録商標）などの通信において、複数の支
流（トリビュータリ）信号を多重化あるいは分離する伝送装置に用いられる場合がある。
【背景技術】
【０００２】
　図７は、中継通信システムの構成を示すブロック図である。
　この図７に例示する中継通信システムでは、送信中継局としての伝送装置（時分割多重
装置）１００において、複数のトリビュータリ＃１～＃ｎ（ｎは２以上の整数）から受信
した信号（トリビュータリ信号）が、対応する信号処理部１０１で信号処理された後、多
重部１０２にて、時分割多重されて、伝送路３００へ送信される。
【０００３】
　信号処理部１０１における信号処理には、例えば、オーバーヘッド情報等の付加的なデ
ータの追加処理や、クロック（周波数）の乗せ換え処理などが含まれる。
【０００４】
　乗せ換えるクロックは、多重部１０２での時分割多重のために、時分割多重装置１００
内の共通の内部発振器（クロック源）１０３のクロック（多重クロック）に同期している
。このクロックの乗せ換えにより、各トリビュータリ信号の元のクロックは消失する。
【０００５】
　一方、受信中継局としての伝送装置（時分割分離装置）２００では、伝送路３００から
受信した時分割多重信号を、分離部１０４にて元のトリビュータリ信号毎に分離する。分
離された各トリビュータリ信号は、対応する信号処理部１０５にて信号処理される。
【０００６】
　信号処理部１０５での信号処理には、例えば、送信中継局（時分割多重装置）１００で
付加されたオーバーヘッド情報等を除去して、送信先のトリビュータリ＃１′～＃ｎ′側
のクロック等に同期したクロック（支流クロック）への乗せ換えを行なう。
【０００７】
　支流クロックは、受信中継局２００内の共通の内部発振器（クロック源）１０６により
生成される。
【特許文献１】特開２０００－３６７９７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　クロック乗せ換え後の各トリビュータリ＃ｉ′宛のトリビュータリ信号間には、周波数
に相違（偏差）が生じる場合がある。トリビュータリ信号が例えばイーサネット（登録商
標）に準拠した信号である場合は、この周波数偏差を、media access control（ＭＡＣ）
フレームの間隔（inter frame gap：ＩＦＧ）を変化させることで吸収することも可能で
ある。
【０００９】
　しかし、周波数偏差を吸収するのにも上限があるから、各トリビュータリ（クライアン
ト）間の通信によってはトリビュータリ信号の周波数やＩＦＧが、中継局によって変化さ
せられない方が望ましい場合がある。
【００１０】
　上述した従来例では、受信中継局２００において、送信中継局１００での多重処理の過
程で消失した各トリビュータリ信号のクロックとは周波数や位相が必ずしも同期していな
い内部クロックを用いて各トリビュータリ信号のクロック乗せ換えを行なうに留まる。そ
のため、各トリビュータリ信号のクロックは、中継局を透過的に伝送されない。
【００１１】
　本件の目的の一つは、データのクロックを中継前後で透過できるようにすることにある
。
【００１２】
　なお、前記目的に限らず、後述する実施形態に示す各構成により導かれる作用効果であ
って、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の他の目的の一つと
して位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　例えば、以下の手段を用いる。
　（１）第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２
のクロック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行
なうクロック再生装置であって、前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置で
のデータ形式変換前のデータに変換する信号処理部と、前記信号処理部で得られるデータ
を所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１のクロック周波数を再生するクロッ
ク再生部と、をそなえるクロック再生装置を用いることができる。
【００１４】
　（２）第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２
のクロック周波数に従って送信する第１の伝送装置から前記データを受信する第２の伝送
装置であって、前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換
前のデータに変換する信号処理部と、前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウ
ントした周期に基づいて、前記第１のクロック周波数を再生するクロック再生部と、前記
クロック再生部で生成されたクロック周波数に従って、前記信号処理部で得られた前記デ
ータの送信処理を行なう送信処理部と、をそなえる伝送装置を用いることができる。
【００１５】
　（３）第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２
のクロック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行
なうクロック再生方法であって、前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置で
のデータ形式変換前のデータに変換する信号処理過程と、前記信号処理過程で得られるデ
ータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１のクロック周波数を再生するク
ロック再生過程と、を有するクロック再生方法を用いることができる。
【００１６】
　（４）第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２
のクロック周波数に従って送信する第１の伝送装置と、前記伝送路から前記データを受信
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する第２の伝送装置と、をそなえ、前記第２の伝送装置は、前記伝送路から受信したデー
タを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに変換する信号処理部と、前記信
号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１のクロッ
ク周波数を再生するクロック再生部と、前記クロック再生部で生成されたクロック周波数
に従って、前記信号処理部で得られた前記データの送信処理を行なう送信処理部と、をそ
なえる中継通信システムを用いることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　開示の技術によれば、データのクロックを中継前後で透過させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あ
くまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。
即ち、本実施形態は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形（各実施例を組み合わせる等
）して実施することができる。
【００１９】
　〔１〕一実施形態
　図１は、一実施形態に係る中継通信システムの構成例を示すブロック図である。この図
１に示すシステムは、例示的に、送信中継局（第１の伝送装置）の一例としての時分割多
重装置１０と、受信中継局（第２の伝送装置）の一例としての時分割分離装置２０と、を
そなえる。送信中継局１０と受信中継局２０との間は、伝送路（中継回線）３０によって
接続される。伝送路３０は、例えば、synchronous digital hierarchy（ＳＤＨ）やsynch
ronous optical network（ＳＯＮＥＴ）、wavelength division multiplexing（ＷＤＭ）
ネットワーク、optical transport network（ＯＴＮ）における伝送路である。
【００２０】
　送信中継局１０は、複数の送信元トリビュータリ＃１～＃ｎから受信した信号（データ
）を受信し、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ等における所定の伝送フレームに時分割多重して伝送路
３０へ送信する。なお、前記送信元トリビュータリ＃ｉ（ｉ＝１～ｎ）から受信した信号
は、送信元トリビュータリ＃ｉでの送信周期に同期したデータクロック（第１のクロック
周波数）をもつ。
【００２１】
　受信中継局２０は、伝送路３０から受信した時分割多重信号から元のトリビュータリ信
号を分離して、宛先トリビュータリ＃１′～＃ｎ′へ送信する。その際、受信中継局２０
は、伝送路３０から受信した信号を基に、送信中継局１０が受信したトリビュータリ信号
のデータクロックを再生して、再生したクロック周波数に従って宛先トリビュータリ＃１
′～＃ｎ′への送信を行なう。
【００２２】
　トリビュータリ信号は、例えば、ギガビットイーサネットやasynchronous transfer mo
de（ＡＴＭ）網、ファイバチャネル（ＦＣ）等のプロトコルの信号であり、当該プロトコ
ルを扱うクライアントが送信又は受信する信号に相当する。したがって、トリビュータリ
＃ｉを送信元（クライアント）、トリビュータリ＃ｉ′を宛先（クライアント）とする通
信（送信）が可能である。
【００２３】
　送信中継局１０は、例示的に、各送信元トリビュータリ＃ｉに対応した信号処理部１１
－１～１１－ｎと、多重部１２と、内部発振器（クロック源）１３と、をそなえる。一方
、受信中継局２０は、例示的に、分離部２１と、各送信先トリビュータリ＃ｉに対応した
信号処理／クロック再生部２２－１～２２－ｎと、をそなえる。
【００２４】
　送信中継局１０において、信号処理部１１－ｉは、それぞれ、送信元トリビュータリ＃
ｉから受信したトリビュータリ信号に対して、所定の信号処理を施す。この信号処理には
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、例えば、所定のデータ形式（プロトコル）に従ってオーバーヘッド情報等の制御情報を
付加する処理や、クロック（周波数）の乗せ換え処理などが含まれる。乗せ換えるクロッ
クは、多重部１２での時分割多重処理のために、内部発振器１３のクロック（多重クロッ
ク；第２のクロック周波数）に同期している。
【００２５】
　信号処理部１１－ｉの一例を図２に示す。この図２に示す信号処理部１１－ｉは、受信
トリビュータリ信号がギガビットイーサネットの信号である場合の構成例を示している。
この図２に示す信号処理部１１－ｉは、例示的に、１０Ｂ／８Ｂ変換部１１１と、６４Ｂ
／６５Ｂ変換部１１２と、スーパーブロックマッピング部１１３と、ＧＦＰ－Ｔマッピン
グ部１１４と、をそなえる。
【００２６】
　１０Ｂ／８Ｂ変換部１１１は、受信したトリビュータリ信号を、クライアントプロトコ
ルにおいて１０ビット毎に付与された２ビットの制御情報を削除することにより、８ビッ
トの信号（１０Ｂ／８Ｂシンボル）に変換（デコード）する。
【００２７】
　６４Ｂ／６５Ｂ変換部１１２は、前記変換処理により得られた１０Ｂ／８Ｂシンボルを
、８バイト（６４ビット）毎に１ビットの制御情報を付加することにより、６５ビットの
信号（６４Ｂ／６５Ｂブロックコード）に変換（エンコード）する。
【００２８】
　スーパーブロックマッピング部１１３は、例えば、６４Ｂ／６５Ｂ変換部１１２により
得られた６４Ｂ／６５Ｂブロックコードを複数（例えば８個）結合して、スーパーブロッ
クと呼ばれる信号（６５バイトのデータ＋ＣＲＣ１６）を生成する。
【００２９】
　ＧＦＰ－Ｔマッピング部１１４は、スーパーブロックマッピング部１１３により得られ
たスーパーブロックを所定ブロック数毎にGeneric Framing Procedure（ＧＦＰ）フレー
ムのペイロードにマッピング（カプセル化）する。透過（トランスペアレント）モードの
ＧＦＰ（ＧＦＰ－Ｔ）方式を使用することで、トリビュータリ信号をＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ
やＯＴＮなどの中継回線３０に透過的に収容することが可能となる。
【００３０】
　なお、各トリビュータリ＃ｉの信号間の周波数偏差の調整は、例えば、６４Ｂ／６５Ｂ
変換部１１２において空のデータ（パディング）を挿入したり、ＧＦＰ－Ｔマッピング部
１１４においてアイドルデータを挿入したりすることで可能である。
【００３１】
　図１において、多重部１２は、各信号処理部１１－ｉで信号処理されたトリビュータリ
信号を時分割多重し、伝送路３０へ送信する。例えば、トリビュータリ信号がギガビット
イーサネットの信号であり、伝送路３０がＳＤＨ／ＳＯＮＥＴの中継回線である場合は、
多重部１２は、各信号処理部１１－ｉで生成された前記ＧＦＰフレームを、時分割多重信
号の一例としてのＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ伝送フレームにマッピング（多重化）する。
【００３２】
　一方、受信中継局２０において、分離部２１は、伝送路３０から受信した時分割多重信
号を多重前のトリビュータリ信号毎に分離し、対応する信号処理／クロック再生部２２－
ｉに入力する。
【００３３】
　信号処理／クロック再生部（クロック再生装置）２２－ｉは、それぞれ、分離部２１か
ら入力されたトリビュータリ信号に対して所定の信号処理を施して元のトリビュータリ信
号を再生するとともに、送信中継局１０でのクロック乗り換え処理により消失した元のト
リビュータリ信号のクロックを再生し、この再生クロックに同期してトリビュータリ信号
をトリビュータリ＃ｉ′へ送信する。
【００３４】
　本例の信号処理／クロック再生部２２－ｉの構成例を図３に示す。この図３に示す信号
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処理／クロック再生部２２－ｉは、例示的に、信号処理部２２１と、周波数乗換部２２２
と、カウンタ２２３と、phase locked loop（ＰＬＬ）回路２２４と、内部発振器（クロ
ック源）２２５と、をそなえる。
【００３５】
　信号処理部２２１は、分離部２１から入力される信号から、送信中継局１０で付加され
たオーバーヘッド情報等の付加的な情報を削除して、元のトリビュータリ信号＃ｉのデー
タを生成（再生）する。生成したデータは周波数乗換部２２２に出力される。
【００３６】
　トリビュータリ信号がギガビットイーサネットの場合の信号処理部２２１の構成例を図
４に示す。この図４に示す信号処理部２２１は、図２に例示した信号処理部１１－ｉでの
信号処理とは逆の処理により元のトリビュータリ信号＃ｉを再生する。
【００３７】
　そのため、信号処理部２２１は、例示的に、ＧＦＰ－Ｔデマッピング部６０１と、スー
パーブロックデマッピング部６０２と、６５Ｂ／６４Ｂ変換部６０３と、８Ｂ／１０Ｂ変
換部６０４と、をそなえる。
【００３８】
　ＧＦＰ－Ｔデマッピング部６０１は、分離部２１で分離されたトリビュータリ信号の一
例としてのＧＦＰフレームから、ＧＦＰペイロードにマッピングされているデータ（スー
パーブロック）を取り出す。
【００３９】
　スーパーブロックデマッピング部６０２は、ＧＦＰ－Ｔデマッピング部６０１にて取り
出されたＧＦＰペイロードデータにマッピングされているスーパーブロックを取り出す。
【００４０】
　６５Ｂ／６４Ｂ変換部６０３は、スーパーブロックデマッピング部６０２にて取り出さ
れたスーパーブロックから、送信中継局１０（信号処理部１１－ｉ）で８バイト（６４ビ
ット）単位に付加された１ビットの制御情報を削除して、６４ビットの信号（６５Ｂ／６
４Ｂブロックコード）を生成する。
【００４１】
　８Ｂ／１０Ｂ変換部６０４は、６５Ｂ／６４Ｂ変換部６０３で得られた６５Ｂ／６４Ｂ
ブロックコードに、送信中継局１０（信号処理部１１－ｉ）で削除された２ビットの制御
情報を８ビット毎に付加することにより、送信中継局１０が送信元トリビュータリ＃ｉか
ら受信した元のトリビュータリ信号を生成（再生）する。
【００４２】
　なお、送信中継局１０において、既述の周波数偏差の調整のために、６４Ｂ／６５Ｂ変
換部１１２でのパディングの挿入や、ＧＦＰ－Ｔマッピング部１１４でのアイドルデータ
の挿入が行なわれている場合、アイドルデータはＧＦＰ－Ｔデマッピング部６０１にて削
除され、パディングは６５Ｂ／６４Ｂ変換部６０３にて削除される。
【００４３】
　図３において、カウンタ（Ｎ周期カウンタ）２２３は、信号処理部２２１で得られる元
のトリビュータリ信号のデータを所定の単位（間隔）でカウントし、Ｎカウント毎に検出
信号（クロック）をＰＬＬ回路２２４に出力する。例えば信号処理部２２１が図４に例示
した構成である場合、カウンタ２２３は、８Ｂ／１０Ｂ変換部６０４の出力が有効である
間に、その出力データを一定数（Ｎ）毎にカウントして、Ｎカウント毎にクロックをＰＬ
Ｌ回路２２４へ出力する。
【００４４】
　なお、前記Ｎの値は、送信中継局１０（信号処理部１１－ｉ）での信号処理、受信中継
局２０（信号処理部２２－ｉ）での信号処理のデータ形式に基づいて決定される。例示的
に、カウンタ２２３の出力間隔が十分に均等となる、つまりはカウンタ２２３から出力さ
れるクロック周波数が一定になるような値に決定するとよい。好ましくは、トリビュータ
リ信号のデータの基本あるいは最小単位の整数倍とする。
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【００４５】
　ＰＬＬ回路（Ｎ倍周回路）２２４は、カウンタ２２３の出力（クロック周波数）をＮ倍
周するＮ倍周回路の一例である。このＮ倍周されたクロックが、元のトリビュータリ信号
＃ｉのデータクロック（第１のクロック周波数）を再生したクロックに相当し、周波数乗
換部２２２に与えられる。
【００４６】
　つまり、上記のカウンタ２２３及びＰＬＬ回路２２４は、信号処理部２２１で得られる
データを所定間隔でカウントした周期に基づいて、元のトリビュータリ信号のデータクロ
ック（第１のクロック周波数）を再生するクロック再生部の一例として用いられる。
【００４７】
　周波数乗換部（送信処理部）２２２は、送信処理の一例として、信号処理部２２１で信
号処理されたトリビュータリ信号のクロックをＰＬＬ回路２２４からの前記再生クロック
に乗せ換えて、トリビュータリ＃ｉ′宛の信号として送信する。
【００４８】
　なお、ＰＬＬ回路２２４は、回線異常などによってトリビュータリ信号のデータが正し
く検出されず、カウンタ２２３の出力が正常でなくなった場合のために、前値保持の機能
（ホールドオーバー）や入力を内部発振器２２５に切り替える選択部の一例としてのセレ
クタ（ＳＥＬ）２２６（自走モード）を有する。回線状態の正常／異常は、信号処理部２
２１において検出され、ＰＬＬ回路２２４は、その検出情報を基に動作モードの切り替え
を行なう。図５に、ＰＬＬ回路２２４の動作モード遷移の一例を示す。
【００４９】
　この図５に示すように、ＰＬＬ回路２２４は、例示的に、通常モードではセレクタ２２
６によりカウンタ２２３の出力を入力として選択する。この通常モードにおいて、信号処
理部２２１にて回線異常（信号断等）が検出されると、ＰＬＬ回路２２４は、ホールドオ
ーバー状態に遷移する。
【００５０】
　すなわち、ＰＬＬ回路２２４は、カウンタ２２３により得られたクロック周波数を保持
しておき、信号処理部２２１にてデータが正常に得られない場合に、前記保持したクロッ
ク周波数をＮ倍周して、元のトリビュータリ信号のデータのクロック周波数を再生する。
【００５１】
　そして、ホールドオーバー状態が一定時間継続すると、ＰＬＬ回路２２４は、セレクタ
２２６を制御して内部発振器２２５の出力を入力（Ｎ倍周対象）として選択する（自走モ
ード）。なお、内部発振器２２５は、カウンタ２２３のカウント周期に対応するクロック
周波数を生成する。
【００５２】
　一定時間経過前に信号処理部２２１にて回線状態の正常が検出されれば、ＰＬＬ回路２
２４は、通常モードに復帰する。また、自走モードにおいて回線状態の正常が検出されれ
ば、ＰＬＬ回路２２４は、通常モードに遷移して、セレクタ２２６によりカウンタ２２３
の出力を入力として選択する。
【００５３】
　このように、ＰＬＬ回路２２４に、ホールドオーバー状態や自走モードをもたせておく
ことで、信号処理部２２１にてデータが正常に得られない場合であっても、周波数乗換部
２２２へのクロック供給が途絶えることを回避することができる。したがって、通信断な
どの中継異常の発生を回避することが可能である。
【００５４】
　（動作例）
　以下、本例における中継通信システムの動作例について、図６に示すタイミングチャー
トを併用して説明する。なお、図６の（１）は送信中継局１０の信号処理部１１－ｉに入
力されるトリビュータリ信号、図６の（２）は信号処理部１１－ｉで信号処理されたトリ
ビュータリ信号、図６の（３）は送信中継局１０の多重部１２にて時分割多重された信号
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の一例をそれぞれ示している。また、図６の（４）は受信中継局２０の分離部２１で分離
されたトリビュータリ信号（信号処理部２２１の入力信号）、図６の（５）はカウンタ２
２３の出力、図６の（６）はＰＬＬ回路２２４の出力、図６の（７）は周波数乗換部２２
２の出力の一例をそれぞれ示している。
【００５５】
　まず、送信中継局１０では、送信元トリビュータリ＃ｉから図６の（１）に示すような
トリビュータリ信号が受信されると、対応する信号処理部１１－ｉにて、当該受信トリビ
ュータリ信号に対して既述の信号処理を施す。
【００５６】
　その結果、信号処理後のトリビュータリ信号は、図６の（２）に示すように、網がけで
示す元のトリビュータリ信号のデータ４０１と、空白で示すオーバーヘッド情報やパディ
ング等の、信号処理部１１－ｉで付加されたデータ４０２とが、所定の形式に従って混在
する信号となる。
【００５７】
　そして、このような信号処理を施された各トリビュータリ信号は、多重部１２にて時分
割多重されて、図６の（３）に示すような時分割多重信号となり、伝送路３０へ送信され
る。
【００５８】
　一方、受信中継局２０では、伝送路３０から受信した時分割多重信号を多重前のトリビ
ュータリ信号毎に分離する。分離された各トリビュータリ信号は、例えば図６の（４）に
示すような信号であり、信号処理／クロック再生部２２－ｉの信号処理部２２１に入力さ
れる。
【００５９】
　信号処理部２２１は、図６の（４）に示すトリビュータリ信号に対して既述の信号処理
を施すことにより、オーバーヘッド情報やパディング等の、送信中継局１０の信号処理部
１１－ｉで付加されたデータ４０２を削除して、元のトリビュータリ信号のデータを再生
する。
【００６０】
　カウンタ２２３は、この元のトリビュータリ信号のデータが検出される毎に、カウント
を行ない、図６の（５）に例示するように、Ｎカウント毎にクロックをＰＬＬ回路２２４
に出力する。なお、図６の（５）には、Ｎ＝４の場合を例示している。すなわち、元のト
リビュータリ信号のデータが４回検出される毎にクロックがＰＬＬ回路２２４に与えられ
る。
【００６１】
　ＰＬＬ回路２２４は、カウンタ２２３の出力をＮ倍周することにより、図６の（６）に
例示するようなクロックを生成する。すなわち、元のトリビュータリ信号のデータ４０１
のクロックに同期したクロックが生成（再生）される。
【００６２】
　この再生クロックは、周波数乗換部２２２に与えられる。周波数乗換部２２２は、信号
処理部２２１で信号処理されたトリビュータリ信号を、ＰＬＬ回路２２４から与えられる
前記再生クロックにクロック乗り換えする。
【００６３】
　これにより、受信中継局２０は、図６の（７）に例示するように、信号処理部２２１で
信号処理したトリビュータリ信号を、送信中継局１０が受信した元のトリビュータリ信号
のデータ４０１を均等な間隔で（再生クロックに同期したクロック）でトリビュータリ＃
ｉ′へ送信することができる。
【００６４】
　つまり、送信元のトリビュータリ＃ｉからのトリビュータリ信号のデータクロックを送
信先のトリビュータリ＃ｉへ透過的（トランスペアレント）に伝送することが可能となる
。したがって、トリビュータリ信号間の周波数偏差を吸収するためにＩＦＧを変化させる
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必要もない。
【００６５】
　〔２〕その他
　なお、上述した例においては、クロック再生対象のデータは、送信中継局１０、受信中
継局２０で時分割多重、時分割分離されるトリビュータリ信号のデータである必要はない
。所定の信号処理によって元のデータのクロック周波数が消失するようなデータに対して
も、上述した実施形態は有効である。
【００６６】
　〔３〕付記
　（付記１）
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行なうク
ロック再生装置であって、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
をそなえたことを特徴とする、クロック再生装置。
【００６７】
　（付記２）
　前記信号処理部に入力される前記データは、前記伝送装置において時分割多重されて前
記伝送路へ送信されたトリビュータリ信号のデータであって、前記信号処理部の前段にお
いて時分割分離されたデータである、ことを特徴とする、付記１記載のクロック再生装置
。
【００６８】
　（付記３）
　前記クロック再生部は、
　前記カウントをＮ回（Ｎは２以上の整数）行なう毎にクロックを出力するＮ周期カウン
タと、
　前記Ｎ周期カウンタから出力されるクロック周波数をＮ倍周して前記第１のクロック周
波数を再生するＮ倍周回路と、
をそなえたことを特徴とする、付記１又は２記載のクロック再生装置。
【００６９】
　（付記４）
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記Ｎ周期カウンタにより得られたクロック周波数を保持しておき、前記信号処理部に
て前記データが正常に得られない場合に、前記保持したクロック周波数をＮ倍周して前記
第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、付記３記載のクロック再生装置。
【００７０】
　（付記５）
　前記Ｎ周期カウンタのカウント周期に対応するクロック周波数を生成する内部発振器を
さらにそなえ、
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記信号処理部にて前記データが正常に得られない状態が一定時間継続すると、前記内
部発振器の出力をＮ倍周して前記第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、
付記４記載のクロック再生装置。
【００７１】
　（付記６）
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する第１の伝送装置から前記データを受信する第２の伝送装置で
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あって、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
　前記クロック再生部で生成されたクロック周波数に従って、前記信号処理部で得られた
前記データの送信処理を行なう送信処理部と、
をそなえたことを特徴とする、伝送装置。
【００７２】
　（付記７）
　前記信号処理部に入力される前記データは、前記伝送装置において時分割多重されて前
記伝送路へ送信されたトリビュータリ信号のデータであって、前記信号処理部の前段にお
いて時分割分離されたデータである、ことを特徴とする、付記６記載の伝送装置。
【００７３】
　（付記８）
　前記クロック再生部は、
　前記カウントをＮ回（Ｎは２以上の整数）行なう毎にクロックを出力するＮ周期カウン
タと、
　前記Ｎ周期カウンタから出力されるクロック周波数をＮ倍周して前記第１のクロック周
波数を再生するＮ倍周回路と、
をそなえたことを特徴とする、付記６又は７記載の伝送装置。
【００７４】
　（付記９）
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記Ｎ周期カウンタにより得られたクロック周波数を保持しておき、前記信号処理部に
て前記データが正常に得られない場合に、前記保持したクロック周波数をＮ倍周して前記
第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、付記８記載の伝送装置。
【００７５】
　（付記１０）
　前記Ｎ周期カウンタのカウント周期に対応するクロック周波数を生成する内部発振器を
さらにそなえ、
　前記Ｎ倍周回路は、
　前記信号処理部にて前記データが正常に得られない状態が一定時間継続すると、前記内
部発振器の出力をＮ周期して前記第１のクロック周波数を再生する、ことを特徴とする、
付記９記載の伝送装置。
【００７６】
　（付記１１）
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する伝送装置から前記データを受信してクロック再生を行なうク
ロック再生方法であって、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理過程と、
　前記信号処理過程で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第
１のクロック周波数を再生するクロック再生過程と、
を有することを特徴とする、クロック再生方法。
【００７７】
　（付記１２）
　第１のクロック周波数をもつデータを所定のデータ形式に変換して伝送路へ第２のクロ
ック周波数に従って送信する第１の伝送装置と、
　前記伝送路から前記データを受信する第２の伝送装置と、をそなえ、
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　前記第２の伝送装置は、
　前記伝送路から受信したデータを前記第１の伝送装置でのデータ形式変換前のデータに
変換する信号処理部と、
　前記信号処理部で得られるデータを所定間隔でカウントした周期に基づいて、前記第１
のクロック周波数を再生するクロック再生部と、
　前記クロック再生部で生成されたクロック周波数に従って、前記信号処理部で得られた
前記データの送信処理を行なう送信処理部と、
をそなえたことを特徴とする、中継通信システム。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】一実施形態に係る中継通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１に例示する送信中継局の信号処理部の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１に例示する受信中継局の信号処理／クロック再生部の構成例を示すブロック
図である。
【図４】図３に例示する信号処理部の構成例を示すブロック図である。
【図５】図３に例示するＰＬＬ回路のモード（状態）遷移例を示す模式図である。
【図６】図１に例示する中継通信システムの動作を説明するタイミングチャートである。
【図７】従来の中継通信システムの一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　時分割多重装置（送信中継局、第１の伝送装置）
　１１－１～１１－ｎ　信号処理部
　１１１　１０Ｂ／８Ｂ変換部
　１１２　６４Ｂ／６５Ｂ変換部
　１１３　スーパーブロックマッピング部
　１１４　ＧＦＰ－Ｔマッピング部
　１２　多重部
　１３　内部発振器（クロック源）
　２０　時分割分離装置（受信中継局、第２の伝送装置）
　２１　分離部
　２２－１～２２－ｎ　信号処理／クロック再生部
　２２１　信号処理部
　２２２　周波数乗換部
　２２３　カウンタ（Ｎ周期カウンタ）
　２２４　ＰＬＬ回路（Ｎ倍周回路）
　２２５　内部発振器（クロック源）
　２２６　セレクタ（選択部）
　６０１　ＧＦＰ－Ｔデマッピング部
　６０２　スーパーブロックデマッピング部
　６０３　６５Ｂ／６４Ｂ変換部
　６０４　８Ｂ／１０Ｂ変換部
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